
 

議案第２９号 

 

   甲府市市民会館条例を廃止する条例制定について 

 甲府市市民会館条例を廃止する条例を次のように定める。 

  令和８年２月２６日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市市民会館条例を廃止する条例 

 甲府市市民会館条例（昭和３７年７月条例第２７号）は、廃止する。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例

（昭和４３年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第２号を削り、第３号から第２８号までを１号ずつ繰り上げる。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 市民会館を廃止するについては、この条例を制定する必要がある。これが、この

条例案を提出する理由である。 
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